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平成２５年度 第３回人事委員会会議結果 

 

１ 開催日時 

 

   平成２５年５月２２日（水）午前１０時～１２時３０分 

 

２ 開催場所 

 

   人事委員会委員室（県庁第二庁舎７階） 

 

３ 出席者 

 

【人事委員】 

  委 員 長    曽 我 紀 厚 

     委  員  中 原   都 

     委  員  荒 濱 健太郎 

 

【事務局職員】 

  事務局長  森 谷 邦 彦   次長兼任用課長  稲 田   将 

     給与課長  新 高 謙 一   係  長     遠 藤 公 亮 

     係  長  向 井 京 子   係  長     有 岡 博 己 

係  長  河 村   淳 

 

【傍聴者】   なし 

 

４ 議 題 

 

議案第１号 平成２５年度鳥取県警察官採用試験（警察官Ａ）の第１次試験合格者の決定について 

 

議案第２号 選考により採用することができる職に係る承認について 

 

議案第３号 職員の昇任選考について 

 

議案第４号 「２０１３年度賃金労働条件に関わる要求書」に対する回答について 

 

５ 議事の公開・非公開 

 

  議案第２号及び第４号を公開とし、議案第１号及び第３号を非公開とした。 

 

６ 議 事 

 

１ 議案第１号 

平成２５年度鳥取県警察官採用試験（警察官Ａ）の第１次試験合格者の決定について、事務局が

説明し、原案のとおり決定した。 
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 ２ 議案第２号 

 選考により採用することができる職に係る承認について、事務局が説明し、原案のとおり決定し

た。 

 

【説 明】 

職員の任用に関する規則第 19 条第２項の規定に基づく選考職の承認について、鳥取県知事から以下

のとおり申請があり、適当と認められるので申請のとおり承認しようとするもの。 

 

① 申請のあった職 

研究員（水産種苗生産技術） 

 

② 採用予定者数 

１名程度 

 

③ 採用予定日 

平成 25年９月１日 

 

④ 申請理由 

陸上養殖の振興に向けて、優良な養殖用種苗の提供体制の確立が急がれるが、水産種苗生産技術は

非常に高度な技術であり、本県で当該技術を有する職員は実質１名である。 

今後、対象魚種の増加等に応じた体制の強化を図るため、選考により専門的知識を有する職員を採

用する必要がある。 

 

⑤ 選定方法 

  知事において採用候補者選考試験を実施。 

(１) 試験内容 

  ア 第１次試験 

・経歴評定：提出された経歴調書に基づく、職務の遂行に必要な水産種苗生産技術、種苗量産技

術又は養殖技術の研究・開発に関する専門知識等についての評定 

・論文試験：公務員として必要な識見、思考力、表現力などの能力についての筆記試験 

・適性検査：職務遂行に関する適性についての検査 

  イ 第２次試験 

・人物試験：個別面接による専門知識及び人物についての口述試験 

 (２) 受験資格 

ア 昭和 43年４月２日以降に生まれた人（45歳以下） 

    イ 平成 15年８月１日から平成 25 年８月１日までの間に、民間企業等（公的団体を含む。）におい

て、水産種苗生産技術、種苗量産技術又は養殖技術の研究・開発に係る業務に従事した職務経験

を通算して５年以上有している人又は当該期間における職務経験が５年以上となる見込みの人 

 

⑥ 人事委員会の判断 

上記の職は、「常に選考によるものとするが、実施に当たりあらかじめ人事委員会の承認を要する

もの」として整理されている職であり、また選定方法も適当であると判断する。 

 

【質 疑】 

委 員 

応募の見込みはあるのか。 

事務局 

あるのではないかと聞いている。 

 

３ 議案第３号 
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   職員の昇任選考について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 

 

 ４ 議案第４号 

   「２０１３年度賃金労働条件に関わる要求書」に対する回答について、事務局が説明し、原案の

とおり決定した。 

 

【説 明】 

 次のとおり回答しようとするもの。 

 

要求項目 回   答 

一 賃金改善の要求   

 

(１) 行政、教育、医療サービスの全国水

準を担保するため、給与水準も同様に全

国水準に合わせて改善すること。 

○本県職員の給与水準については、引き続き、民間給

与実態調査結果を踏まえ、国や他県の状況等を総合

的に勘案し、県民・職員の理解が得られるようなも

のとしていきたいと考えています。 

 
(２) 国家公務員の臨時特例に準じた県職

員の給与削減に対して反対すること。 

○職員の給与は、地方公務員法に定める給与決定の原

則に基づき決定されるべきものと考えています。 

 

(３) 人材確保が困難化している獣医師、

薬剤師、看護師、教員等の待遇を改善す

ること。 

○職種による人材確保の困難な状況や人材を確保する

ための適切な方策等については、任命権者の意見も

伺いながら、人材確保の困難な状況や初任給格付け

等の状況に応じて、国や他県等の取組も参考にして、

本委員会として何ができるのか、引き続き、必要な

検討をしていきたいと考えています。 

二 賃金及び雇用制度改善の要求   

 

(１) 臨時的任用職員について一時金の支

給をはじめとした処遇を改善すること。

また、非常勤職員についても同様な処遇

改善するよう各任命権者に対して助言・

要請をすること。 

○非常勤職員等の処遇については、例年、給与勧告に

併せて報告等を行ってきており、引き続き、同様に

考えていきたいと思っています。一方、非常勤職員

の給与ほか勤務条件や臨時的任用職員の給与につい

ては、条例上、任命権者が定めることとなっていま

すので、具体的な話については、任命権者とよく協

議をしていただきたいと考えています。 

 

(２) 非常勤職員について、任用期間が１

年の者であっても、雇用期間に上限を定

めないよう各任命権者に対して助言・要

請をすること。 

 

(３) 少数職種をはじめとする職位の整備

を前進させるとともに、「人材育成、能

力開発に向けた基本方針」に基づいた公

正な任用を行うよう各任命権者に対して

指導すること。 

○本委員会としては、公務の能率的な運営の観点から

の現行級別配置に特段の不具合を認識できないとと

もに、どのような級別配置が適正なのかは、公務の

執行体制と密接不可分な事項であると認識していま

すので、特段の報告をするなど具体的に関与するこ

とは適当でないと考えています。また、職員の人材

育成、能力開発については、任命権者において、基

本方針に沿って積極的に取り組んでおられるものと

認識しています。 

 (４) 行政職係長を４級に格付けし、他の ○平成 18年度からの給与構造改革の給料表への切替
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給料表適用職種についても均衡措置を講

じること。 

  

えとわたり廃止に伴う級格付けの見直しが同時に行

われた結果、労使交渉とその合意を得て、旧４級（係

長の職務）及び旧５級（困難な業務を行う係長の職

務）に格付けられていた行政職係長が新３級に格付

けられ、新４級は課長補佐の職務の級と格付けられ

ている中、職務給の原則に照らせば、基本的には、

同一の職位の職が複数の職務の級に格付けられるこ

とや同一の職務の級に異なる職位の職を格付けるこ

とは適当ではないと考えていますので、これに違う

見直しを行うことは考えていません。 

 

(５) 介護休暇取得者に、育児休業制度と

同等の昇給復元措置を講じること。 

○制度の趣旨や国、他県等の状況を踏まえながら、県

民（納税者）の理解が得られるようなものとしたい

と考えています。 

三 諸手当改善の要求   

 

(１) 月 45 時間を超える時間外勤務手当

の支給率を 150／100 とすること。 

○現時点では、現行支給率を変更する考えはありませ

んが、引き続き、県内民間事業所や国、他県等の状

況を踏まえながら、検討したいと考えています。 

 

(２) 通勤手当を以下のとおり改善するこ

と。 

ア 交通機関等利用職員に対する通勤手

当について、特急料金に係る支給率を

２／２とすること。 

イ 自動車利用者に対する通勤手当につ

いて、駐車料金を含めた実費弁済とす

ること。 

○特急料金については、長距離通勤者の負担軽減のほ

か公共交通機関の利用促進の観点も踏まえ、その支

給要件も含めて、労使双方の意見を伺いながら、必

要な検討をしたいと考えています。 

 

○自家用車等の通勤手当額については、算定に当たっ

ての基礎条件の変動状況等も勘案し、労使双方の意

見を伺いながら、必要な検討をしたいと考えていま

す。なお、通勤手当は、職員の通勤に要する経費を

補助することを目的とする手当であり、通勤に要す

る実費を弁済するものではないと考えています。 

四 休暇制度改善の要求   

 

(１) 病気休暇制度を以下のとおり改善す

ること。 

ア 現在１疾病 180 日間のクーリング期

間について国に合わせて短縮するこ

と。 

イ メンタル疾患に関する休暇期間を

180 日へ延長すること。 

○制度の趣旨や国、他県等の状況を踏まえながら、県

民（納税者）の理解が得られるようなものとしたい

と考えています。 

 

 

(２) 介護休暇の期間を１年に延長するこ

と。 

○制度の趣旨や国、他県等の状況を踏まえながら、県

民（納税者）の理解が得られるようなものとしたい

と考えています。 

 
(３) 育児時間を１日２回 120 分に延長

し、小学校就学前までに拡充すること。 

○現行制度を変更することは、考えていません。 

 
(４) 自己啓発のための休業制度を整備す

ること。 

○現行制度を変更することは、考えていません。 
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(５) 高齢者部分休業制度を速やかに制度

化すること。 

○この制度は、任命権者において、公務の運営に支障

がないと認められる限りにおいて運用されることが

想定された制度ですので、制度化については、任命

権者とよく協議してください。 

 

(６) 不妊治療に係る特別休暇を制度化す

ること。また、現行の病気休暇での適用

基準を示すと共に取得しやすい環境を整

備するよう各任命権者に対して指導する

こと。 

○制度の趣旨や国、他県等の状況を踏まえながら、県

民（納税者）の理解が得られるようなものとしたい

と考えています。病気休暇での適用基準については、

国、他県等の状況を踏まえ、任命権者の意見も聴い

た上で、判断したいと考えています。 

 

(７) 臨時的任用職員の休暇制度を拡充す

ること。あわせて、非常勤職員の休暇制

度を拡充するよう各任命権者に対して指

導すること。 

○臨時的任用職員の休暇制度は、本委員会が所管して

いますが、この職は公務の執行上の臨時的な必要に

より置かれている職ですので、休暇付与の可否やそ

の期間などについては、当該公務に対し責任を持っ

て執行している任命権者において、当該職の種類や

公務への支障の有無を勘案しながら、当該休暇の趣

旨や正職員との均衡などを踏まえ、適切に判断いた

だく方がより現実的な運用になるのではないかと考

えています。ただし、それぞれの特別休暇の制度趣

旨を勘案した場合、正職員との均衡なども踏まえつ

つ、一定程度の措置が妥当なものはないかなど検討

することも必要ではないかとも考えていますので、

臨時的任用職員の休暇制度のあり方については、同

様に公務の執行上の特別な事情により置かれている

非常勤職員の休暇制度を所管する任命権者と引き続

きよく連携を取り合い、制度の趣旨や国、他県等の

状況を踏まえながら、県民（納税者）の理解が得ら

れるようなものとしたいと考えています。 

 

  

 

  

五 職場環境改善の要求   

 

(１) 時間外勤務の具体的な縮減策を講じ

るよう各任命権者に対して指導するこ

と。 

○時間外勤務の縮減は、仕事と家庭生活の調和、職員

の健康の保持・増進、公務能率の向上の観点から、

重要な課題と認識していますので、本委員会の考え

などについて、引き続き、任命権者ともその実態や

取組状況について話をしながら、給与勧告に併せて、

必要な報告をしたいと考えています。また、36 協定

の遵守状況を確認し、違反事業場には、引き続き、

労働基準法に基づく改善指導をしていきます。 
 

  

 

(２) 業務による健康被害の具体的な防止

策を講じること。特にメンタル疾患につ

いて、復職支援策の充実を図ること。 

  

○職員の健康保持については、職員やその家族にとっ

てのみならず、公務の効率的かつ的確な提供の観点

からも極めて重要な課題であると認識していますの

で、引き続き、任命権者ともその実態や取組状況に

ついて話をしながら、健康管理体制や職場復帰後の

支援も含めた復帰支援策の充実については、給与勧

告に併せて、本委員会の考えなど必要な報告をした

いと考えています。 
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(３) ハラスメントの発生を防止する具体

策を講じると共に、ハラスメント防止委

員会が機能しているか検証すること。 

○ハラスメントの防止については、職場全体の士気や

業務効率の向上などの観点から重要な課題であると

認識していますので、良好な職場環境づくり、また、

任命権者として実態・課題などを的確に把握し、よ

り適切な対応ができるような体制づくりについて、

任命権者ともその実態や取組状況について話をしな

がら、給与勧告に併せて、本委員会の考えなど必要

な報告をしたいと考えています。 

 

(４) 休職者の職場復帰支援策を改善する

こと。また、離職者の再採用制度を創設

すること。 

○休職者の職場復帰支援策については、引き続き、仕

事と家庭生活の両立支援、職員の健康保持の観点か

ら、各任命権者の取組状況を注視していきます。な

お、離職者の再採用制度を創設することは考えてい

ません。 

 
(５) 誰もが利用できる短時間勤務制度を

創設すること。 

○制度を創設することは、考えていません。 

 

(６) 職場の労働安全衛生が維持・向上す

るために必要な措置を講じるよう、各任

命権者に対して指導すること。 

  

○各職場における職員の安全と健康の確保は、重要な

課題であると認識していますので、引き続き、労働

安全衛生法等法令遵守を求めるとともに、これに留

まらず労働災害が発生しないような体制づくりにつ

いて、任命権者ともその実態や取組状況について話

をしながら、給与勧告に併せて、本委員会の考えな

ど必要な報告をしたいと考えています。 

六 高齢者雇用制度について   

 

(１) 年金使用（支給）開始年齢の引上げ

に伴い、雇用と年金の接続をはかり、再

任用を希望する職員の雇用が完全に確保

されるよう制度設計を行うこと。また、

組合と必要な協議を行い、一方的な制度

設計としないこと。 

○雇用と年金の確実な接続は、官民問わず大きな課題

となっている中、本委員会としても必要な措置であ

ると認識しています。各任命権者においては、これ

に伴う具体的な運用に向けた検討がなされていくも

のと思われますが、本委員会としても国の動向も注

視しながら、各任命権者の取組を支援・促進するな

ど、必要な対応をしていきたいと考えています。 
 

 

【質 疑】 

委 員 

不妊治療に対する国や他県の状況を確認しておくこと。 

事務局 

病気休暇での適用基準も含めて、ひとまず勧告までの期間の中で全国状況の研究をしてみたい。

また、任命権者とも意見交換してみたい。 

委 員 

職場環境等の要求については、実績等を調べておくこと。 

事務局 

例年、データを押さえて把握をしており、組合側からの実態・提案などをよく伺いながら、任命

権者とも実態や取組状況について話をした上で、勧告・報告に向けて検討していきたい。 

なお、「六 高齢者雇用制度について」で触れている、雇用と年金の接続については、定年退職後

の生活の不安を解消することにつながるので、在職中の公務の邁進、職務専念の観点からも必要な

措置と認識している。 
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７ 次回の人事委員会の開催 

 

   平成２５年６月５日（水）午前１０時から開催することとした。 

 

 

 


